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添付書類として
・戸籍の個人事項証明書※
・または住民票※＋厚生年金基金加入員証のコピー
・または住民票※＋年金手帳のコピー（基礎年金番
号が記載されたページ）
・または住民票※＋基礎年金番号通知書のコピー
※戸籍の個人事項証明書・住民票は、いずれも 6ヶ
月以内に市区町村長が発行したもの（コピーは無
効）が必要です。

※住民票を提出していただく場合には、「マイナン
バー（個人番号）」が記載されていない住民票を提
出してください。



　加入されていた企業年金の加入資格を喪
失した方で中途脱退者とされた方や、解散
または制度終了した企業年金に加入されて
いた方等に対する年金給付を一元的に行う
などの事業を行っています。





　氏名を変更した場合は、以下の「氏名変更届」にご記
入の上、a～dのいずれかを添付し、ご送付ください。
a．戸籍の個人事項証明書（※） 
b．住民票（※）＋厚生年金基金加入員証のコピ－
c．住民票（※）＋年金手帳のコピー（基礎年金番号が記
載されたページ）

d．住民票（※）＋基礎年金番号通知書のコピ－
※　戸籍の個人事項証明書・住民票は、いずれも 6ヶ月以内に市区町村
長が発行したもの（コピーは無効）が必要です。

※　住民票を提出していただく場合には、「マイナンバー（個人番号）」
が記載されていない住民票を提出してください。

　年金の支給開始年齢に到達された月になっ
ても、年金裁定請求書が届かない場合は、下
のハガキをお使いになって、年金裁定請求書
の送付をご依頼ください。
（支給開始年齢は、「お知らせ」または2ぺ一
ジを参照してください。）

＊　④は、「厚生年金基金の名称と加入員番号」または
「年金手帳の基礎年金番号」をご記入ください。

＊　④は、「厚生年金基金の名称と加入員番号」または
「年金手帳の基礎年金番号」をご記入ください。

＊　④は、「厚生年金基金の名称と加入員番号」または
「年金手帳の基礎年金番号」をご記入ください。
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